
  

令和６年４月１日から、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、

譲渡提供するすべての事業場(印刷会社も当然含まれます)において「化学物質管理者」の

選任が義務付けられます。 

本セミナーでは、化学物質に関する法令改正の概要と新しい「化学物質の自律的管理」

について詳しく解説して頂いた後、各事業所での対応方法と今後の労働安全衛生法の動向

についてじっくり研修致します。新たな化学物質規制に対して対応を義務づけられる経営

者、管理職、労務担当者の方々には是非とも受講されますようご案内致します。 

記 

と き 令和５年１０月２０日(金) 午後３時～４時３０分（講義後質疑応答の時間あり） 

ところ 京都印刷会館 ２階大ホール（京都市右京区西院久田町１番地） 

演 題 「労働安全衛生法の新たな化学物質規制に備え、 

制度の概要と要点、整えるべき体制について」 

内 容 ①制度の概要と要点（ＳＤＳ等による通知義務対象物質の追加／リスクアセスメント対象

物に関する事業者の義務／新たな化学物質規制項目の施行期日 等） 

    ②事業者の整えるべき体制（化学物質管理者選任の義務化／リスクアセスメント結果に関

する記録作成･保存／CREATE-SIMPLEを用いたリスクアセスメント 等） 

講 師 田中 靖之 氏（特定非営利活動法人 大阪環境カウンセラー協会） 

受講料 無 料 

定 員 ４０名（１０月６日(金)迄に下記申込書によりＦＡＸ、又は右記ＱＲコード・

右記ＵＲＬからお申し込み下さい。）https://forms.gle/JjJLZKg2s5MM7yig7 

…………………………………………………………… きりとり線 …………………………………………………………… 

＜返信先ＦＡＸ番号 ０７５－３１４－８６９２＞ 

令和５年   月   日 

環 境 労 務 セ ミ ナ ー 受 講 申 込 書 

 

貴事業所名                    

 

 環境労務対策セミナー  

労働安全衛生法の新たな化学物質規制に備え、 
制度の概要と要点、整えるべき体制について 

～化学物質管理者の選任が“印刷会社にも”義務化されます～ 
 

主 催 京都府印刷工業組合 

環 境 労 務 委 員 会 

氏  名 役  職 氏  名 役  職 

    

https://forms.gle/JjJLZKg2s5MM7yig7

